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第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画) 

策定業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計

画)策定業務委託公募型プロポーザル実施要領（以下｢実施要領｣という。）は、第８

次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画)策

定業務委託に関し、公募型プロポーザル方式により事業者を選定するため、必要な

事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

(１) 業務名及び計画期間 

第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業

計画)策定業務委託(以下｢本業務｣という。) 

    計画期間は、令和９年度から令和１１年度までの３年間とする。      

(２) 業務内容 

第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業

計画)策定業務委託仕様書(以下｢仕様書｣という。)のとおりとする。 

(３) 契約履行期間 

      契約締結日の翌日から令和９年３月２４日(水)までとする。 

    (令和７年度業務は、令和８年３月３１日(火)までとする。) 

(４) 提案上限額 

     ８，６２７，５００円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。) 

    うち、令和７年度上限額４，４４７，５００円 

       令和８年度上限額４，１８０，０００円 

     見積書を提出する際は、各年度の上限額を超えてはならない。 

 

３ 担当部局 

    北杜市役所 福祉保健部 介護支援課 介護保険担当 

    住 所 〒４０８－０１８８ 山梨県北杜市須玉町大豆生田９６１番地１ 

    電 話 ０５５１-４２-１３３３(直通)  

Ｅ－ｍａｉｌ kaigoshien@city.hokuto.lg.jp 

 

４ 公告 

本業務のプロポーザルの公告は、北杜市公告式規則(平成１６年北杜市規則第１

号)により行うほか、本市ホームページに掲載するものとする。 

 



- 2 - 

５ 参加資格要件 

     本業務のプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす

者であること。 

(１) 本プロポーザルに参加することができる参加者は、北杜市プロポーザル方式の

実施に関する事務処理要領(平成２４年北杜市告示第１号)第４条に規定された者

であること。ただし、本業務の特殊性などを考慮し、北杜市入札参加者名簿に登

録された者以外の参加も認めるものとする。 

(２) 老人福祉計画及び介護保険事業計画又は各種行政計画の策定に関する業務実績

が、過去５年以内にあること。 

(３) 仕様書で定める委託業務について、充分な業務遂行能力を有し、適正な執行体

制を有すること。 

(４) 厚生労働省が運営している、地域包括ケア｢見える化｣システムを使用して、地

域間比較等による現状分析から本市の課題抽出を行うこと、同様の課題を抱える

自治体の取組事例等を参考に本市に適した施策を検討すること、推計人口、給付

費見込み量及び保険料の算定等、分析技術を有し、介護保険制度やその他関連施

策について熟知した研究員を本業務に配置できること。 

 

６ 参加申込手続  

   本業務のプロポーザル参加者は、次の各号により参加申込書を提出しなければな

らない。 

(１) 参加申込書 

   第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業

計画)策定業務委託公募型プロポーザル参加申込書(様式第１号) 

(２) 提出期限 

公告の日から令和７年５月１５日(木) 午後５時まで 

(３) 提出先 

上記３の担当部局に同じ 

(４) 提出方法 

参加申込書は持参又は郵送により提出すること。なお、期限までに届かなかっ

た参加申込書は受け付けない。また、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を

除く平日の午前８時３０分から午後５時までに提出すること。 

（５） 北杜市入札参加資格者名簿に登録された者以外が参加申込を行う場合は、次に

示す追加書類を併せて提出すること。 

 ① 競争入札参加資格審査申請書類チェックシート(指定様式) 

② 競争入札参加資格審査申請書(指定様式) 

③ 営業所一覧(指定様式) 

④ 財務諸表 
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⑤ 国税に未納のない証明書(写) 

⑥ 都道府県税に未納のない証明書(写) 

⑦ 区市町村税に未納のない証明書(写) 

⑧ 履歴事項全部証明書(写) 

⑨ 使用印鑑届(指定様式) 

⑩ 印鑑証明書 

⑪ 営業経歴書(指定様式) 

⑫ 委任状(指定様式) 

⑬ 誓約書(指定様式) 

⑭ 役員等名簿(指定様式) 

⑮ 営業の沿革及び事業経歴書 

⑯ ISO の登録証 

 

７ 質問受付及び回答 

本業務に質問がある場合は、次の各号により質問書を提出しなければならない。 

(１) 質問書 

   第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業

計画)策定業務委託公募型プロポーザル質問書(様式第２号) 

(２) 提出期限 

    公告日から令和７年５月８日(木) 午後５時まで 

(３) 問い合わせ先 

     上記３の担当部局に同じ 

(４) 提出方法 

質問書に質問事項を記載のうえ、電子メールにより提出すること。提出した際は、

担当部局に電子メールの着信確認を行うこと。なお、口頭による質問は受け付けな

い。 

 (５) 質問の内容  

応募書類の作成に係る質問に限る。なお、評価及び審査に係る質問は一切受け

付けない。 

(６) 回答方法 

受付日の翌日から起算して３日以内（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）に本市 

ホームページにおいて回答を行う。 

 質問に対する回答は、本要領及び仕様書の追加又は修正事項とみなす。 

 

８ 応募書類の提出方法 

(１) 提出書類 

① 企画提案書(様式任意) 
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様式は、Ａ４版で両面印刷すること(Ａ３版による折込の挿入は可とする。)。

書式、ページ数については特に定めないものとし、次の項目順に簡潔にまと

めること。 

ア 会社概要 

イ 過去５年以内の策定実績 

老人福祉計画及び介護保険事業計画又は各種行政計画の策定に関する

過去５年以内の策定実績について(策定実績年月も記載) 

ウ 業務実施体制 

統括責任者及び主担当等の役割、経歴、調査・策定の経験等 

エ 策定工程 

策定作業フロー及びスケジュール 

オ 企画提案 

本市の地域包括ケアシステムの構築実現に向けて、健康寿命の延伸、介

護予防の推進、認知症ケアの推進及び保健事業との連携による介護予防

メニューの充実の観点から、事業の現状を分析・評価し、課題抽出と特

性把握を行い、先進事例を参考にする等専門的知見を反映した企画提案 

介護保険法等関連法、施策、事業の専門的な知識や理解度 

第３次北杜市総合計画をはじめ、高齢者福祉に関連する計画に即した企

画提案 

カ 策定作業 

現行計画の評価・分析手法、アンケート調査の集計・分析手法、推計人

口・給付費見込み量・保険料算定分析手法、素案の作成、報告書、計画

書及び計画概要版の作成 

② 見積書(様式任意)  

見積書は、業務内訳明細を年度毎に記載し、法人(団体)の所在地、名称及び

代表者名を記入し、代表者印を押印すること。また人件費、諸経費、消費税額

の内訳が判別できるように、できるだけ詳細に記載すること。  

(２)  提出期限 

令和７年５月２２日(木) 午後５時まで 

(３) 提出先 

上記３の担当部局に同じ 

(４) 提出方法 

応募書類は持参又は郵送により提出すること。なお、期限までに届かなかった

応募書類は受け付けない。また、持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く

平日の午前８時３０分から午後５時までに提出すること。 

(５) 提出部数 

１４部(原本１部、写し１３部) 
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(６) 応募書類の取扱い  

応募書類の作成及び提出にかかる費用は参加者の負担とする。  

提出された応募書類は返却しないものとする。  

実施要領及び仕様書に定めのない事項は、市と参加者において別途協議する。  

 

９ 説明会の開催 

応募書類の作成方法等についての説明会は実施しないものとする。 

 

１０ 審査、評価及び選定 

(１) 審査委員会の設置 

応募書類の審査、評価及び選定は、第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次

北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画)策定業務委託公募型プロポーザル審査委

員会(以下｢審査委員会｣という。)において行うものとする。 

(２) プレゼンテーションの実施 

① 審査のため、企画提案書に基づくプレゼンテーションを実施するものとする。

(発表時間は３０分以内とし、説明２０分、質疑応答１０分とする。) 

② プレゼンテーションは、令和７年５月３０日(金)に実施する。なお、時間

と場所については、別途参加者に通知する。 

③ 応募者が多数の場合は、審査委員会において「選定評価基準」に基づき書

類をあらかじめ審査し、３者程度を選定する。 

④ パワーポイント等を使用する場合は、パソコンのみを持参し、プロジェクタ

ー、接続端子（HDMI）及びスクリーンは、市が用意するので事前に連絡する

こと。 

(３) 審査及び評価の項目 

審査委員会の各委員が「選定評価基準」により、提案書等の記載事項とプレゼ

ンテーションを総合的に評価し、その採点に基づき順位を集計した上で、最も１

位取得が多い提案者を特定者、次いで１位が多かった者を次点者に選定する。１

位の数が同数の場合は、総合評価合計点により選定する。なお提案者が１者の場

合については、審査において、各委員の評価合計点の平均が６５点以上であれば、

本実施要領を満たすものと判断し、その提案者を特定者として選定する。 

選定評価基準項目 評価点 

業務実施体制 業務実施体制 ５ 



- 6 - 

策定工程 策定作業フロー及びスケジュール ５ 

企画提案 

本市の地域包括ケアシステムの構築実現に向け

て、健康寿命の延伸、介護予防の推進、認知症ケ

アの推進及び保健事業との連携による介護予防

メニューの充実の観点から、事業の現状を分析・

評価し、課題抽出と特性把握を行い、先進事例を

参考にする等専門的知見を反映した企画提案 

介護保険法等関連法、施策、事業の専門的な知識

や理解度 

第３次北杜市総合計画をはじめ、高齢者福祉に関

連する計画に即した企画提案 

４０ 

策定作業 

現行計画の評価・分析手法、アンケート調査の集

計・分析手法、推計人口・給付費見込み量・保険

料算定分析手法、素案の作成、報告書、計画書及

び計画概要版の作成 

３５ 

見積価格 見積価格の妥当性 １５ 

合  計 １００ 

(４) 選定結果の通知  

① 審査結果は、令和７年６月４日(水)までに、参加者に通知する。 

    ② 審査委員会は非公開で行い、審査の内容や経過に関する問い合わせには応じ

ない。 

 

１１ 契約に関する基本的事項 

特定者と協議し、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条に定める随

意契約により速やかに契約手続きを進めるものとする。 

なお、特定者との協議が整わない場合、その他の理由により契約の締結が不可

能となった場合は、次点者と順次交渉するものとする。 

 

１２ 契約保証金 

本業務の契約における契約保証金は免除とする。 

 

１３ 本業務のプロポーザルの実施に係るスケジュール 
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実施内容 実施期間又は期日 

公募期間 令和７年４月２１日(月)～令和７年５月２２日(木) 

質問受付期限 令和７年５月８日(木) 午後５時まで 

質問回答期限 質問書受付日の翌日から起算して３日以内 

参加申込書提出期限 令和７年５月１５日(木) 午後５時まで 

応募書類提出期限 令和７年５月２２日(木) 午後５時まで 

プレゼンテーション 

審査日 
令和７年５月３０日(金) 

審査結果通知期限 令和７年６月４日(水)までに通知する。 

 

１４ その他 

(１) 審査結果に関する質問・異議申し立ては受け付けない。 

(２) 応募書類の提出に当たっての留意事項 

① 提出された応募書類は、提出期限までは記載された内容の追加、変更等を行

うことができるものとする。ただし、記載された内容の追加、変更等を行う

場合は、提出された書類を一旦持ち帰り、提出期限までに改めて内容の追加、

変更等を行った書類を提出するものとする。 

② 提出期限を過ぎた後は、応募書類の追加、変更等はできないものとする。 

③ 理由を問わず、応募書類の提出期限後の提出は一切受け付けないものとする。 

④ 応募書類の作成に当たっては、仕様書及び上記８の応募書類の提出方法の

(１)の内容等を確認のうえ、作成するものとする。 

(３) 無効となる応募書類 

提出された応募書類が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、これを無

効とし、参加者は本業務のプロポーザルへの参加資格を失うものとする。 

    ① 提出方法、提出先、提出期限等が実施要領その他の定めに適合しないもの 

    ② 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

③ 虚偽の内容が記載されているもの 

(４) 本市は、取得した個人情報について、当該評価に係る目的以外に使用しない。

また、第三者に情報提供はしない。 
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 (５) 本市からの疑義照会及び追加資料の要求 

提出期限までに応募書類を提出した者に対して、本市から応募書類の内容につ

いての疑義照会や追加資料の提出を求めることがある。 

（６） 本プロポーザルに伴い応募者から提出された参加申込書、提案書類等について

は、北杜市情報公開条例に基づき公開することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(様式第１号) 
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第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画)

策定業務委託公募型プロポーザル参加申込書 

 

 

  年  月  日 

 

     

北杜市長 大 柴 邦 彦 様 

 

 

                住所 

                商号又は名称  

                代表者氏名             ㊞ 

 

 

    当社は、第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険

事業計画)策定業務委託公募型プロポーザル実施要領(以下｢実施要領｣という。)に基づ

き、プロポーザルへの参加を申し込みいたします。 

なお、実施要領５参加資格要件については、全て満たしております。 

 

   

 

 (担当者) 

   所属部署 

    

担当者氏名 

    

電話番号 

       

ＦＡＸ       

    

Ｅ－ｍａｉｌ 

 

 

 

(様式第２号) 
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第８次ほくとゆうゆうふれあい計画(第８次北杜市老人福祉計画・介護保険事業計画)

策定業務委託公募型プロポーザル質問書 

 

   年  月  日 

 

法 人 名    

所 属 ・ 担 当 者 名  

電 話 番 号   

Ｆ Ａ Ｘ   

Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ  

 

質 問 事 項 回    答 

  

 

送信先 北杜市役所 福祉保健部 介護支援課 介護保険担当 

Ｅ－ｍａｉｌ kaigoshien@city.hokuto.lg.jp 

※メール送信されているか、必ず電話で確認してください。 

電 話 ０５５１－４２－１３３３ 


